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1. 採用予定職種・受験資格及び採用予定人員 

 

この試験は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１７条の２第２項の規定に基づく泉北環

境整備施設組合職員採用試験として実施するものです。 
 

 

受験資格等 
 

区 分 雇用期間 受験資格 職務内容 
採用 

予定人員 

任期付職員 

３年間 

（最長５年まで 

更新有） 

第一種または第二種電気主任

技術者の資格を持つ人 

電気設備に関する企画、設

計、工事管理、監督等の電気

に関する業務・一般行政事務

に従事 

 

 

いずれか 

１名 

正規職員 定年退職まで 

昭和４５年４月２日以降に生

まれ、(１)(２)のいずれかに

該当する人 

（１）経済産業大臣が認定す

る電気主任技術者認定校のう

ち大学院・大学・短期大学・

高等専門学校・専門学校の電

気工学に関する学科におい

て、電気理論、電子理論、電

気計測及び電子計測に関する

科目を修めて卒業又は卒業見

込みの人 

（２）第一種～第三種電気主

任技術者の資格を持つ人  

※ 地方公務員法第１６条各号のいずれかに該当する人は、受験できません。 

※ 試験の成績が一定の基準に達しない場合は、「合格者なし」とする場合があります。 

 

 
（１） 受付場所（持参または郵送先） 

〒５９２－００１３ 高石市取石６丁目９番４０号 

泉北環境整備施設組合（管理棟２階）総務部総務課 人事係 

ＴＥＬ０７２５－４６－０１５０ 

 

（２） 職員採用試験申込書の配布 

① 申込書は（１）の受付場所 

② 泉北環境整備施設組合ホームページからダウンロード 

ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｅｎｂｏｋｕｋａｎｋｙｏ－ｉｃｈｉｋｕｍｉ．ｏｒｇ／ 

 

（３） 提出書類 

① 職員採用試験申込書（たて６ｃｍ×よこ５ｃｍの顔写真１枚必要） 

② 返信用封筒（郵便番号・氏名・宛先明記の上、４６０円切手を貼った定型封筒 長形３号） 

③ 受験資格を証明できる書類（卒業証書、資格書等）の写し 

2. 受験申込み方法 

令和８年４月採用 

泉北環境整備施設組合職員採用試験案内 
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3. 申込受付期間  

5. 採用 

 

（４） 受験申込み 

持参または郵送 

「受験申込」と朱書きした外封筒の中に、（３）提出書類①～③を同封し、（１）受付場所へ持参または

郵送してください。ただし、郵送する場合は、必ず配送の記録がわかる方法（一般書留、簡易書留等）に

て郵送してください。 

書類の不備等により期間内に受付できないこともありますので、できる限り早めに発送してください。 

 

 

（５） 注意事項 

①  採用試験申込書類等への記入は、必ず自筆で記入してください。 

②  受験申込書の受付後、提出書類は返却いたしません。 

③  申込書の記載事項が正しくないことが判明した場合、合格を取り消すことがあります。 

④  期間内に届かない場合は、受付けできませんので注意してください。 

⑤  申込書の記載事項や提出物に、不備のある場合には受付せずに返却します。このために生じる遅延

等については責任を負いませんので受験手続には十分注意してください。 

 

 

 

令和８年２月２日（月）午前９時から令和８年２月１３日（金）午後５時まで（必着） 

ただし受付時間は土日祝除く 午前９時から午後５時まで 

 

 

 
 

書類選考後、面接試験を行います。 

結果については、合否にかかわらず郵送で通知いたします。 

 

 

 

(1) 合格者は、令和８年４月１日に採用予定です。 

(2) 卒業見込み者が、令和８年３月末までに卒業できない場合には採用できません。 

(3) 最終合格者には、後日、最終学校卒業（見込み）証明書、健康診断書を提出していただきます。

なお、健康診断にかかる費用は本人負担となりますので、あらかじめご了承願います。 

（詳細は、最終合格者に通知します。） 

 

  

4. 試験方法 
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《この試験についてのお問い合わせ》 

 

泉北環境整備施設組合総務部総務課人事係 

〒５９２－００１３  

高石市取石６丁目９番４０号 

ＴＥＬ ０７２５－４６－０１５０ 

E-mail   senkan.soumu.syomu@sirius.ocn.ne.jp 

 

 
 

（１） 初任給 

・任期付職員    月額 給料２９８，９００円 

・正規職員 大学卒 月額 給料２２５，６００円 

高校卒 月額 給料２０１，０００円 

※金額は一例であり、採用前の経歴等を考慮の上決定します。 

 

（２） 諸手当 

地域手当、通勤手当、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当等が条件に応じて支給されます。 

 

（３） 勤務時間 

午前８時４５分から午後５時１５分まで〔休憩４５分〕  

 

（４） 休日 

土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、年末年始 

 

（５） 休暇 

年次有給休暇、特別休暇等 
 

（６） 社会保険 

健康保険、厚生年金、公務・通勤災害補償等 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 給与・勤務条件等 ※令和 ８ 年 １ 月時点の基準であり、給与改定等により今後変更になる場合があります。 


